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（８）有資格区分コード一覧表（一般建設業 １/６） 
 

凡 例 ：「１」学歴＋実務経験 「４」実務経験 「７」資格等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注１】種別の記載のない合格証明書は、２級土木施工管理技士（土木）、２級建築施工管理技士（建築）に該当する。 

【注２】平成27年度までの合格者については、合格後の実務経験１年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。 
 

※（各資格試験／資格を証する書類） 

tachihana
タイプライターテキスト
（神奈川県）https://www.pref.kanagawa.jp/documents/22065/tebiki04-kakunin.pdf

tachihana
タイプライターテキスト

tachihana
タイプライターテキスト

tachihana
タイプライターテキスト
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有資格区分コード一覧表（一般建設業 ２/６） 

 

凡 例 ：「７」資格等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注３】当面の間、合格後の実務経験１年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。 

【注４】旧電気工事士法による従来の電気工事士免状は、第二種電気工事士と見なされる。 
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有資格区分コード一覧表（一般建設業 ３/６） 

凡 例 ：「７」資格等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職業能力開発促進法２級の資格については、資格取得後３年以上の実務経験が必要。 

（ただし、平成15年度以前に合格した者については、資格取得後１年以上の実務経験で可。） 

【注７】令和３年４月１日以降に工事担任者試験に合格した者、養成課程を修了した者及び総務大臣の認定を受けた者に限る。 
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有資格区分コード一覧表（一般建設業 ４/６） 

 

凡 例 ：「７」資格等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
職業能力開発促進法２級の資格については、資格取得後３年以上の実務経験が必要。 

（ただし、平成15年度以前に合格した者については、資格取得後１年以上の実務経験で可。） 

【注８】板金・板金工は、屋根工事業の場合、選択科目「建築板金作業」に限る。 
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有資格区分コード一覧表（一般建設業 ５/６） 

 

凡 例 ：「７」資格等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【注５】各登録基幹技能者講習修了証(有効期限内)の「実務経験を有する建設業の種類」欄に記載された業種に限る。 

【注６】平成30年４月１日以降に交付された新様式の登録基幹技能者講習修了証が必要。 
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 有資格区分コード一覧表（一般建設業 ６/６） 

 
凡 例 ：「７」資格等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注５】各登録基幹技能者講習修了証(有効期限内)の「実務経験を有する建設業の種類」欄に記載された業種に限る。 

【注６】平成30年４月１日以降に交付された新様式の登録基幹技能者講習修了証が必要。 
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有資格区分コード一覧表（特定建設業 １/６） 

凡 例 ：「２」学歴＋実務経験＋２年の指導監督的実務経験 「３」大臣特別認定 

「５」実務経験＋２年の指導監督的実務経験    「６」大臣特別認定  

「８」資格＋２年の指導監督的実務経験      「９」資格等 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

【注１】種別の記載のない合格証明書は、２級土木施工管理技士（土木）、２級建築施工管理技士（建築）に該当する。 

【注２】平成27年度までの合格者については、合格後の実務経験１年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。 
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有資格区分コード一覧表（特定建設業 ２/６） 
 

凡 例 ：「８」資格＋２年の指導監督的実務経験 「９」資格等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【注３】当面の間、合格後の実務経験１年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。 
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有資格区分コード一覧表（特定建設業 ３/６） 
 

凡 例 ：「８」資格＋２年の指導監督的実務経験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職業能力開発促進法２級の資格については、資格取得後３年以上の実務経験が必要。 

（ただし、平成15年度以前に合格した者については、資格取得後１年以上の実務経験で可。） 

【注７】令和３年４月１日以降に工事担任者試験に合格した者、養成課程を修了した者及び総務大臣の認定を受けた者に限る。 



116 
 

有資格区分コード一覧表（特定建設業 ４/６） 
 

凡 例 ：「８」資格＋２年の指導監督的実務経験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
職業能力開発促進法２級の資格については、資格取得後３年以上の実務経験が必要。 

（ただし、平成15年度以前に合格した者については、資格取得後１年以上の実務経験で可。） 

【注８】板金・板金工は、屋根工事業の場合、選択科目「建築板金作業」に限る。 
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有資格区分コード一覧表（特定建設業 ５/６） 
 

凡 例 ：「８」資格＋２年の指導監督的実務経験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注５】各登録基幹技能者講習修了証(有効期限内)の「実務経験を有する建設業の種類」欄に記載された業種に限る。 

【注６】平成30年４月１日以降に交付された新様式の登録基幹技能者講習修了証が必要。  
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有資格区分コード一覧表（特定建設業 ６/６） 
 

凡 例 ：「８」資格＋２年の指導監督的実務経験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注５】各登録基幹技能者講習修了証(有効期限内)の「実務経験を有する建設業の種類」欄に記載された業種に限る。 

【注６】平成30年４月１日以降に交付された新様式の登録基幹技能者講習修了証が必要。 




